
 

 

議  案  第  ９  号  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

平成３０年２月２０日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市建築関係手数料条例（平成１２年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。  

別表第１の１の項金額の欄中「５，０００円」を「８，０００円」に、「９，０００

円」を「１５，０００円」に、「１４，０００円」を「２１，０００円」に、「１９，

０００円」を「２９，０００円」に、「３４，０００円」を「５０，０００円」に、

「４８，０００円」を「７１，０００円」に、「１４０，０００円」を「２０８，００

０円」に、「２４０，０００円」を「３５２，０００円」に、「４６０，０００円」を

「６８２，０００円」に改め、同表３の項金額の欄中「９，０００円」を「１３，００

０円」に、「５，０００円」を「８，０００円」に改め、同表４の項金額の欄中「８，

０００円」を「１１，０００円」に、「４，０００円」を「６，０００円」に改め、同

表５の項金額の欄中「１０，０００円」を「１４，０００円」に、「１２，０００円」

を「１７，０００円」に、「１６，０００円」を「２３，０００円」に、「２２，００

０円」を「３１，０００円」に、「３６，０００円」を「５２，０００円」に、「５０，

０００円」を「７０，０００円」に、「１２０，０００円」を「１６６，０００円」に、

「１９０，０００円」を「２６７，０００円」に、「３８０，０００円」を「５２７，



 

 

０００円」に改め、同表６の項金額の欄中「１３，０００円」を「２０，０００円」に

改め、同表７の項金額の欄中「９，０００円」を「１３，０００円」に改め、同表８の

項金額の欄中「９，０００円」を「１５，０００円」に、「１１，０００円」を「１８，

０００円」に、「１５，０００円」を「２５，０００円」に、「２０，０００円」を

「３３，０００円」に、「３３，０００円」を「５５，０００円」に、「４５，０００

円」を「７３，０００円」に、「１００，０００円」を「１６５，０００円」に、「１

６０，０００円」を「２６７，０００円」に、「３３０，０００円」を「５４９，００

０円」に改め、同表９の項金額の欄中「９，０００円」を「１４，０００円」に、「１

１，０００円」を「１７，０００円」に、「１５，０００円」を「２２，０００円」に、

「２１，０００円」を「３０，０００円」に、「３５，０００円」を「４９，０００

円」に、「４７，０００円」を「６６，０００円」に、「１１０，０００円」を「１６

１，０００円」に、「１８０，０００円」を「２６２，０００円」に、「３７０，００

０円」を「５２２，０００円」に改める。  

別表第２の１の項金額（１件につき）の欄中「１２０，０００円」を「１３５，００

０円」に改め、同表３の項及び４の項金額（１件につき）の欄中「３３，０００円」を

「３７，０００円」に改め、同表５の項金額（１件につき）の欄中「２７，０００円」

を「３１，０００円」に改め、同表６の項及び７の項金額（１件につき）の欄中「１６

０，０００円」を「１８１，０００円」に改め、同表８の項事務の欄中「又は第１３項

ただし書」を「、第１３項ただし書又は第１４項ただし書」に改め、同項金額（１件に

つき）の欄中「１８０，０００円」を「１９９，０００円」に改め、同表９の項及び１

０の項金額（１件につき）の欄中「１６０，０００円」を「１８１，０００円」に改め、

同表１１の項事務の欄及び名称の欄中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同項金額（１

件につき）の欄中「３３，０００円」を「３７，０００円」に改め、同表１２の項金額

（１件につき）の欄中「１６０，０００円」を「１８１，０００円」に改め、同表１３

の項金額（１件につき）の欄中「２７，０００円」を「３１，０００円」に改め、同表

１４の項及び１５の項金額（１件につき）の欄中「１６０，０００円」を「１８１，０

００円」に改め、同表１６の項金額（１件につき）の欄中「２７，０００円」を「３１，

０００円」に改め、同表１７の項事務の欄及び名称の欄中「建ぺい率」を「建蔽率」に

改め、同項金額（１件につき）の欄中「１６０，０００円」を「１８１，０００円」に



 

 

改め、同表１８の項及び１９の項金額（１件につき）の欄中「１６０，０００円」を

「１８１，０００円」に改め、同表２０の項事務の欄及び名称の欄中「建ぺい率」を

「建蔽率」に改め、同項金額（１件につき）の欄中「２７，０００円」を「３１，００

０円」に改め、同表２１の項金額（１件につき）の欄中「１６０，０００円」を「１８

１，０００円」に改め、同表２２の項金額（１件につき）の欄中「２７，０００円」を

「３１，０００円」に改め、同表２３の項金額（１件につき）の欄中「１６０，０００

円」を「１８１，０００円」に改め、同表２４の項及び２５の項金額（１件につき）の

欄中「２７，０００円」を「３１，０００円」に改め、同表２６の項事務の欄中「建ぺ

い率」を「建蔽率」に改め、同項金額（１件につき）の欄中「２７，０００円」を「３

１，０００円」に改め、同表２７の項金額（１件につき）の欄中「１６０，０００円」

を「１８１，０００円」に改め、同表２８の項金額（１件につき）の欄中「１２０，０

００円」を「１３５，０００円」に改め、同表２９の項及び３０の項金額（１件につ

き）の欄中「７８，０００円」を「８８，０００円」に、「２８，０００円」を「３２，

０００円」に改め、同表３１の項及び３２の項金額（１件につき）の欄中「２３８，０

００円」を「２６９，０００円」に、「２８，０００円」を「３２，０００円」に改め、

同表３３の項金額（１件につき）の欄中「７８，０００円」を「８８，０００円」に、

「２８，０００円」を「３２，０００円」に改め、同表３４の項及び３５の項金額（１

件につき）の欄中「２３８，０００円」を「２６９，０００円」に、「２８，０００

円」を「３２，０００円」に改め、同表３６の項金額（１件につき）の欄中「６，４０

０円」を「７，０００円」に、「１２，０００円」を「１４，０００円」に改め、同表

３７の項事務の欄及び名称の欄中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同項金額（１件に

つき）の欄中「２７，０００円」を「３１，０００円」に改め、同表３８の項及び３９

の項金額（１件につき）の欄中「２７，０００円」を「３１，０００円」に改め、同表

４０の項金額（１件につき）の欄中「１６０，０００円」を「１８１，０００円」に改

め、同表４２の項金額（１件につき）の欄中「２２，９００円」を「２３，０００円」

に、「３７，７００円」を「３７，９００円」に、「６７，２００円」を「６７，７０

０円」に、「１０１，９００円」を「１０２，４００円」に、「１６３，３００円」を

「１６４，１００円」に、「２５５，６００円」を「２５６，４００円」に、「３１３，

０００円」を「３１３，８００円」に、「５１，２００円」を「５１，３００円」に、



 

 

「１２０，６００円」を「１２０，７００円」に、「１９２，３００円」を「１９２，

５００円」に、「３８５，２００円」を「３８５，７００円」に、「６７６，６００

円」を「６７７，１００円」に、「１，１６１，４００円」を「１，１６２，２００

円」に、「２，１２５，５００円」を「２，１２６，３００円」に、「３，０２５，１

００円」を「３，０２５，９００円」に改め、同表４４の項金額（１件につき）の欄中

「１８０，０００円」を「１９９，０００円」に改める。  

附  則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

提案理由  

建築関係手数料の額を改定するため、及び建築基準法の一部改正に伴い、引用法令条

項のずれが生じたこと等による所要の条文整備を行うため、本案を提出する。  


